
国名 順位（高率順） 完全取得率
フランス 1 89%
アルゼンチン 2 80%
ハンガリー 3 78%
イギリス
スペイン
サウジアラビア 6 76%
ドイツ 7 75%
ベルギー
トルコ
インドネシア 10 70%
メキシコ
ロシア
イタリア
ポーランド
中国 15 65%
スウェーデン 16 63%
ブラジル
インド
カナダ 19 58%
アメリカ合衆国 20 57%
韓国 21 53%
オーストラリア
南アフリカ
日本 24 33%

17 59%

22 47%

11 67%

13 66%

4 77%

8 74%

各国の年休完全取得率 ●
各
国
の
年
休
取
得
率

２
０
１
０
年
８
月
６
日
、
ロ
イ
タ
ー
が

調
査
会
社
の
イ
プ
ソ
ス
と
協
力
し
、
24

か

国
に
お
い
て
有
給

休
暇
を
使
い
切
る

労
働
者

の
割
合
を

調
査
し
ま

と
め
ま

し

た
。
そ

の
結
果
に
よ
る

と
、
日
本
は

33

％
で

、
22
位

の
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア

と
南

ア
フ
リ
カ
共
和

国
の
47
％
に

、
大
き
く

差
を
開
け
ら
れ
た
う
え
で

の
最
下
位

と

な
り
ま

し
た
。
（
左
図
参
照
）

●
年
休
は
権
利
で
す

年
次
有
給

休
暇
は

、
労
働
基
準
法

39
条

に
よ
り

、
原
則
的
に
労
働
者

が
請
求

し

た
期

日
に
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た

、
事
業

の
継
続
を
妨
げ
る

、
よ
ほ

ど

の
理
由
で
無
い
限
り

、
決

し
て
業
務

多
忙
な
ど

の
理
由
で
労
働
者

の
年
休
の

請
求
を

、
会
社
（
上
司
）
は
拒
否
で
き

ま
せ
ん
。

●
現
実
は

取
れ
な
い

年
休
？

し
か

し
実
際
に
は

、
業
務
多
忙
な
ど

の
理
由
で

年
休
を

取
得
で
き
な
い
人

、

年
休
を
申
請

し
て
も
上
司
か
ら
拒
否
さ

れ
て

取
れ
な
い
人
な
ど

が
多
く
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

年
休
は
本
来

、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

の
た

め
に

取
得
す
る
も

の
で
す

が
、
取
得
理

由
を
上
司
に
報
告
す
る
義
務
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
上
司

が
部
下

の
プ
ラ

イ
バ

シ

ー
に
過
度
に
介
入
す
る
こ

と
は

、
パ

ワ
ハ
ラ
に
な
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省
は

パ
ワ
ハ
ラ

の
例

と
し
て

、
「
私
的
な
こ

と
に
過
度
に
立
ち
入
る
こ

と
（
個

の
侵

害
）
」
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

適
正
な
人
員
配
置

、
採
用
増
を
通
じ

て

、
非
正
規

社
員
も
含
め
て

、
誰
も

が

年
休
を
請
求

し
た

と
き
に

取
得
で
き
る

環
境
作
り

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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